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要     旨 

 
１ 本見解の背景：加熱式タバコの普及と喫煙行動の変化 

我が国における喫煙率は減少傾向にあるが、加熱式タバコの登場と急速な普及

により、新たな喫煙形態が広がっている[1]。加熱式タバコを紙巻きタバコと併用

する者も増加しており、特に若年層においてこの増加が顕著である。2023 年の「国

民健康・栄養調査」によると、喫煙者の約 40％が加熱式タバコを使用している[2]。

2023 年９月 27 日に発出された日本学術会議健康・生活科学委員会・歯学委員会

合同脱タバコ社会の実現分科会からの報告「加熱式タバコの毒性を知り科学的根

拠に基づく施策の実現を」においても言及された通り、加熱式タバコの有害性に

関する懸念が示されている[3,4]。しかし、特定健診をはじめとする健康診断や医

療機関の問診票などでは加熱式タバコの使用状況が十分に把握されていない。従

来の紙巻きタバコとは異なる使用実態や健康影響を適切に評価するためには、加

熱式タバコも含めた喫煙行動の包括的な調査・モニタリングが不可欠である。日

本は加熱式タバコの世界最大の消費国であるため、日本からの知見が世界的にも

求められている[1,3,5,6]。 

 

２ 加熱式タバコも含めた喫煙行動の調査・モニタリングの必要性 

喫煙行動の調査には課題が多く、「現在、タバコを吸っていますか？」という単

純な質問では、喫煙者の約 20％が「吸っていない」と回答しているが、一部の喫

煙者が加熱式タバコをタバコと考えていないことや加熱式タバコを吸っているの

に紙巻きタバコを止めたため禁煙していると回答する場合があり、喫煙率の過小

評価につながる可能性が指摘されている[7]。加熱式タバコも含めて喫煙状況を正

確に把握するためには、特に紙巻きタバコと加熱式タバコの区別を明確にし、そ

れぞれの使用状況を調査する必要があると考えられる。 

 

３ 本見解からの提案と今後の対応 

本見解では、加熱式タバコを含めた喫煙行動を把握するための、紙巻きタバコ

及び加熱式タバコのそれぞれの使用状況を問う調査票の案を提示した。日本の医

療・健康関連の現場において、加熱式タバコを含めた喫煙行動の調査・モニタリ

ングを推進することを提案する。特定健診や妊産婦健診、がん検診、医療機関、

疫学研究（コホート研究など）、政府統計（国民生活基礎調査など）などの各現場

への調査票の導入について本見解を活用した啓発活動を行い、調査票の社会実装

を目指す。 

 

４ 期待される成果と国際貢献 

日本では、加熱式タバコの健康影響を評価するために十分な使用者数を確保し

た研究が可能であり、その研究成果によるタバコ対策への国際貢献が期待されて
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いる。 

本見解を通じて、加熱式タバコの使用実態の把握と健康リスクの評価の重要性

が十分に認識され、提案した調査項目の導入が進み、科学的根拠に基づいた公衆

衛生政策の推進が期待される。この見解に基づき、研究者、保健・医療関係者、

政策立案者が連携し、加熱式タバコを含む喫煙行動に関するデータの収集と研究

を進める。その成果に基づき、加熱式タバコが及ぼす健康及び社会影響について

国民・行政・民間団体を交えた熟議を展開することが求められる[1]。 

国際的な研究機関との協力を強化し、日本の知見を世界的な健康リスク評価の

枠組みに反映させることで、グローバルな公衆衛生政策の発展への貢献が期待で

きる[8]。
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１ はじめに 

(1) 本見解の背景 
喫煙は、がん、心血管疾患、呼吸器疾患をはじめとする様々な疾患のリスク要因であ

り、正確な喫煙状況の把握は、疫学研究や公衆衛生政策の基盤となる[1]。日本における

喫煙率は近年減少傾向にあるが、加熱式タバコの登場とその急速な普及により、新たな

喫煙形態が広がっている。加熱式タバコは、火を使うのではなく、タバコ葉を使用した

スティックを加熱してエアロゾル（蒸気）を吸引するタイプの新しいタバコであり、ブ

ランド名としてアイコス(IQOS)、プルーム(Ploom)、グロー(glo)などが流通している

[1,3]。ニコチン入りの電子タバコは日本では販売が禁止されており、普及していないた

め、本見解では、加熱式タバコとは異なる電子タバコについては必要最小限の扱いとす

る（電子タバコはニコチン入りなどのリキッドを加熱して蒸気を吸引するタイプのタバ

コ葉を使用しない製品である。海外で主に使用されている電子タバコ用リキッドにはニ

コチン入りのものもあるが、ニコチン入りのリキッドは日本では販売が禁止されている）

[5]。 

日本の成人における喫煙率は2012年に20.7％だったのが2022年には14.8％となり、

減少傾向にあるが、従来の紙巻きタバコに代わる、あるいは併用する形で、加熱式タバ

コを使用する喫煙者が増加しており、20－30 歳台では喫煙者の 60％以上が加熱式タバ

コを使用するなど、その影響は特に若年層で顕著である。厚生労働省が毎年実施してい

る「国民健康・栄養調査」の 2023年調査によると、現在習慣的に喫煙している成人（男

性の 25.6％、女性の 6.9％）のうち、男性の 38.5％、女性の 42.3％が加熱式タバコを使

用している[2]。この割合から 2022年の男性 30.1％、女性 34.4％と比較して、喫煙者に

おいて加熱式タバコの使用が急速に拡大していることが分かる[8]。 

2023 年９月 27 日に発出された日本学術会議健康・生活科学委員会・歯学委員会合同

脱タバコ社会の実現分科会からの報告「加熱式タバコの毒性を知り科学的根拠に基づく

施策の実現を」においても言及された通り、加熱式タバコの有害性に関する懸念がある

[3,4]。加熱式タバコの健康への影響については、肺気腫などの呼吸器疾患リスク、高血

圧などの循環器疾患リスクや低出生体重児や子どものアレルギーなどの健康リスクが

あると報告されている[6,9-12]。 

喫煙は、高血圧とともに、日本人において行動変容により結果を変えることができる

死亡率を高める主要な危険因子（リスク因子）であり、タバコ対策の推進は日本人の健

康改善に向けて非常に重要である。加熱式タバコの登場に伴い、禁煙支援などの各種タ

バコ対策の難易度が増しているが、タバコ対策を推進していかなければならない。 

加熱式タバコの使用者には、紙巻きタバコとの併用者も多く、喫煙行動が一層多様化

しているため、従来の喫煙に関する調査手法では実態を十分に把握できない可能性があ

る[13]。国際的にも世界保健機関（WHO）の「たばこの規制に関する世界保健機関枠組条

約（FCTC）」の枠組みの下、タバコ問題はモニタリングされているが、加熱式タバコの普

及状況が各国で大きく異なり、まだ体系的な取組とはなっていない。日本は世界で最も
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加熱式タバコが普及している国であり、日本からのエビデンスの発信が求められている。 

 

(2) 本見解の目的 

現在の健康診断や医療機関における問診票では、加熱式タバコの使用状況が十分に把

握されていない。例えば、特定健康診査（特定健診）の標準的な質問票では、喫煙に関

する質問は従来から用いられている「現在、たばこを習慣的に吸っていますか」のみで

あり、加熱式タバコに関する質問項目が設けられていない[14]。現在の日本では、従来

の紙巻きタバコに限定せず、加熱式タバコを含めた包括的な喫煙行動の調査・モニタリ

ングが必要である。特に、喫煙行動の多様化が進む中で、タバコ製品の種類別に使用実

態を正確に把握し、それぞれの健康リスクを評価することが求められる。具体的には、

喫煙率の推移に加え、新たなタバコ製品の普及状況や使用者の特性、さらに健康リスク

に関するデータを継続的に収集・分析することが必要である。また、喫煙開始の要因や

依存形成のメカニズムを特定することで、特定の集団に対する効果的な予防策や禁煙支

援策の立案が可能となる。さらに、こうした包括的なデータの蓄積は、単に個々の健康

管理に止まらず、公衆衛生政策全体の質を向上させる基盤となる。適切なデータに基づ

いた介入策を講じることで、将来的な医療費の抑制や健康格差の是正にもつながること

が期待される[1]。こうした取組の起点となる調査・モニタリングの必要性を伝え、具体

的実施方法を提案することが本見解の目的である。 

 

２ 日本における加熱式タバコの普及の現状 

(1) 日本における加熱式タバコの使用状況 
2013年に加熱式タバコが世界に先駆けて日本市場に導入され、その後急速に普及した。

2015年から毎年、加熱式タバコを含めたタバコの使用状況を調査しているインターネッ

ト調査プロジェクト「The Japan Society and new Tobacco Internet Survey；JASTIS

研究」[15]では、インターネット調査回答者の特性分布は日本を代表する調査データで

ある国民生活基礎調査における学歴や喫煙などの特性分布に近似している。2019年には

日本の成人（16～69歳）における加熱式タバコ使用率は 11.3％（男性 17.2％、女性 5.6％）

に増加したと報告されている[16]。その後、2020 年から 2023 年にかけて加熱式タバコ

の使用率は 10～12％の間で推移している[7,17,18]。 

加熱式タバコの中でも特にアイコス（IQOS）の使用が顕著であり、男性では 20～39歳、

女性では 30～39歳の使用率が高いことが報告されている[19]。また、加熱式タバコの使

用者の中には紙巻きタバコとの併用者も存在し、喫煙行動の多様化が進んでいる

[2,19,20]。 

加熱式タバコのリスク評価においては科学的知見の不確実性もあり、慎重な解釈が求

められるものの、加熱式タバコには紙巻きタバコと同様のリスクがあると示唆されてい

る[6,9-12]。しかし、2018年の調査では、加熱式タバコの使用理由として「他のタバコ

よりも害が少ないと思ったから」という回答が最も多く、次に「タバコの煙で他人に迷

惑をかけるのを避けるため」という回答が多く、喫煙者が健康への影響を誤解して加熱
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式タバコを選択している可能性がある[5]。 

日本は、世界で最も早くに加熱式タバコが売り出された国であり、2016年時点の加熱

式タバコ・アイコスの販売世界シェアの 96％を占めた。世界の 80 以上の国や地域でア

イコスは販売されているが、その後も日本がアイコスの販売世界シェアの約半分とトッ

プを占め続けており、日本は加熱式タバコの実験場になっていると言うことができる

[6,21]。 

 

(2) 国民健康・栄養調査における加熱式タバコの調査 
国民健康・栄養調査では、2018年の調査から、加熱式タバコの使用状況が調査項目に

含まれており、その普及状況の把握に活用されている（図１）。 

 

 

図１.国民健康・栄養調査における加熱式タバコを含めた喫煙行動の調査項目 

 

加熱式タバコを含めた喫煙行動の調査項目は、喫煙状況の詳細な把握を目的として導

入された。しかし、一部の喫煙者が加熱式タバコをタバコだと考えていないことや加熱

式タバコを吸っているのに紙巻きタバコを止めたため禁煙していると回答しているこ

と[7]を考慮すると、吸っているタバコの種類やブランドなどを含めた詳細なデータ収

集が必要であり、項目の改善だけでなく、特に若年層においては Web調査の導入も含め

た調査方法の継続的な改善が求められる[6,7]。 
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３ 喫煙行動の把握の必要性 

(1) なぜ喫煙行動を把握する必要があるのか 
効果的なタバコ対策を推進するためには、国民が喫煙の影響を自らの問題として認識

することが重要である。例えば、改正健康増進法において紙巻きタバコも含めた喫煙室

では飲食ができないのに対して、加熱式タバコ専用の喫煙室では飲食ができるなど、加

熱式タバコ専用の喫煙室が特別扱いされ、加熱式タバコ専用の喫煙室の中で従業員の受

動喫煙が発生し、加熱式タバコによる受動喫煙被害が紙巻きタバコとは異なる形で発生

するなど、加熱式タバコの普及に伴い、従来の紙巻きタバコとは異なる健康リスクや社

会的影響が生じている。これらを正確に把握し伝えるためには、実態に即したデータの

収集と分析が不可欠である。 

喫煙行動を詳細に把握する取組は、個人に喫煙習慣への気づきを促し、自らの健康行

動を見直すきっかけとなり、主体的に健康行動を選択できるようにすることにもつなが

る。さらに、臨床の現場においては、喫煙状況を正確に把握することが診断や治療方針

に直接影響を与える。特に、ニコチン依存症に対する適切な診断と治療介入を行うため

には、喫煙行動の実態把握が前提となる。喫煙行動の把握は、より効果的な禁煙支援策

や予防対策の立案を可能とし、公衆衛生の向上に寄与する[1]。 

 

(2) 健康日本 21 におけるタバコ対策 
喫煙行動を把握することの必要性は「健康日本 21」[22]を通しても理解できる。健康

日本 21 は、国民の健康寿命の延伸と生活の質の向上を目的とした国の健康政策であり、

その中でタバコ対策は重要な柱の一つである。喫煙は、国民の健康に深刻な影響を及ぼ

す。また、喫煙による健康被害は本人だけでなく、受動喫煙を通じて非喫煙者にも及ぶ。

特に、妊婦や子ども、高齢者などの健康脆弱者に対する影響は大きく、受動喫煙の防止

は公衆衛生上の喫緊の課題である。そのため、タバコ対策を推進することは、社会全体

の健康増進に寄与するとともに、医療費の抑制や労働生産性の向上にもつながる。 

健康日本 21においては、紙巻きタバコだけでなく、加熱式タバコ等を含めた包括的な

タバコ対策を推進することで、国民の健康を守るためのエビデンスに基づいた政策を強

化することが必要であるが、加熱式タバコの問題にはあまり焦点が当たっていない。健

康日本 21（第三次）では、タバコ対策の評価・指標に加熱式タバコを含めて扱っている

ものの、喫煙に紙巻きタバコ及び加熱式タバコを含めているにすぎない。 

健康日本 21 におけるタバコ対策の推進は、単に喫煙率を低下させることを目的とす

るのではなく、社会全体の健康環境を改善し、次世代の健康を守るための重要な施策で

ある。加熱式タバコの問題も含め喫煙の影響を正しく認識し、効果的な禁煙支援や予防

策を展開することが、公衆衛生の向上と持続可能な社会の実現に寄与する。 

 

(3) 加熱式タバコの影響に関する研究の重要性 
加熱式タバコの健康への影響については未だ不明な点もあり、特に長期的な影響に関

するデータは不足しているが、肺気腫などの呼吸器疾患リスク、高血圧などの循環器疾
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患リスクや低出生体重児や子どものアレルギーなどを含む様々な健康リスクについて、

加熱式タバコには紙巻きタバコと同様のリスクがあると示唆されるデータが蓄積して

きている[6,9-12]。さらには、加熱式タバコに含まれる未知の化学物質由来のリスクの

可能性が報告されている[23]。 

タバコ会社の宣伝広告活動やタバコ会社がスポンサーをしている報道やステルスマ

ーケティング等により、国民は「加熱式タバコは紙巻きタバコよりも有害性が低いので

はないか」と認識する傾向にあることが報告されているが、その認識に科学的根拠はな

い[24]。そのため、加熱式タバコの使用を含めた喫煙行動を継続的にモニタリングし、

疾患や健康状態との関連性を明らかにする研究を実施していかなければならない。 

また、加熱式タバコの能動喫煙及び受動喫煙だけでなく、紙巻きタバコとの併用など

の従来の喫煙者とは異なる特徴を持つ使用者における健康影響を評価する必要がある。

家庭内での受動喫煙による健康リスクが加熱式タバコの普及により増大することが懸

念される。加熱式タバコの普及に伴い、紙巻きタバコは家庭の室内では吸わないが、加

熱式タバコは家庭の室内でも吸うなど従来の喫煙行動とは異なる使用パターンが生ま

れている[18]。 

これらの研究及び研究成果を伝える啓発活動を通じて、加熱式タバコのリスクに関す

る国民の誤解を解消し、科学的根拠に基づいた公衆衛生政策の立案や医療現場での対応

指針の策定が可能となる。適切な情報提供と政策の実施により、喫煙者及び非喫煙者の

健康を守るための包括的な対策を推進することが求められる。 

 

(4) 日本が加熱式タバコの影響評価を主導するべき理由 
加熱式タバコの普及が世界で最も進んでいる日本は、その影響評価の研究を主導する

ことで、国際的なタバコ対策に貢献できる立場にある。日本では、加熱式タバコ使用者

が研究対象として得られやすく、研究が実施しやすいため、その健康影響を適切に評価

し、加熱式タバコに関する研究において、国際的にも研究のリーダーシップを発揮する

ことが求められている［33］。国内外の公衆衛生政策やタバコ対策の基盤を築くためにも、

世界的に普及しつつある加熱式タバコの健康リスクを科学的に解析し、エビデンスに基

づいた対策を講じることが急務である。 

 

(5) 研究に際しては喫煙行動の考慮を推奨 
喫煙は多くの疾患や健康不良のリスク要因であり、疫学研究や臨床試験において重要

な説明因子及び交絡因子である。これまでの多くの先行研究により、喫煙は死亡や疾病

罹患などに多大な影響を与えると分かっているため、疫学研究や臨床試験の分析におい

て喫煙行動を十分に詳しく分析に組み込み調整することが推奨されている[25-27]。 

現在の日本においては、喫煙行動は加熱式タバコの使用状況も含めて評価されるべき

である。多変量調整回帰分析等において加熱式タバコの使用状況を考慮しない喫煙変数

を用いた研究では、喫煙の影響が過小評価される可能性があるだけでなく、喫煙の影響

が十分に調整されないことにより喫煙以外の影響を正確に評価することが困難となる。 
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従来の紙巻きタバコと加熱式タバコの使用状況を適切に区別し、喫煙の種類や使用頻

度、併用状況などを精緻に分析することで、より正確なリスク評価が可能となる。特に

日本では、喫煙行動の詳細な調査を進めることが急務であり、加熱式タバコを含めた包

括的な喫煙データの収集と分析が求められる。 

 

（補足参考情報）加熱式タバコが普及する前の知見であるが、多変量調整回帰分析等に

おいて喫煙状況を十分に詳しく分析に組み込み調整することにより、喫煙以外の項目に

関する分析結果が大きく変わったという事例・先行研究が数多く存在している[28-31]。 
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４ 喫煙行動の調査・モニタリングの方法とその課題 

(1) 喫煙行動の調査・モニタリングの課題 
 喫煙行動の実態を正確に把握することは、疫学研究などの研究目的に止まらず、公衆

衛生政策の立案やタバコ対策の効果検証においても不可欠である。しかし、喫煙行動の

調査方法には様々な課題が存在し、特に近年の加熱式タバコや電子タバコの普及に伴い、

従来の調査手法では喫煙者を正確に把握しきれない可能性が指摘されている[5,7]。 

喫煙状況の調査や問診では「現在、タバコを吸っていますか？」といった単純な質問

が用いられることが多い。しかし、Odaniらの研究[7]によれば、この質問方法では現在

喫煙している者の約 20％が「吸っていない」と回答しており、加熱式タバコ使用者を含

め、喫煙行動の自覚にはばらつきがあり、実際の喫煙率が過小評価される可能性が示唆

されている。一方で、紙巻きタバコや加熱式タバコの使用状況を個別に尋ねた場合、よ

り多くの現在喫煙者を正確に把握できることが明らかになった[7]。これは、喫煙行動の

多様化に伴い、喫煙者自身が自身の喫煙行動を「喫煙」と認識していないケースがある

ためと考えられる。例えば、加熱式タバコの使用者の一部は、自身を喫煙者と認識せず

「吸っていない」と回答していた[5,7]。 

上記のことから喫煙行動の把握は丁寧に調査する必要があるが、調査票や問診票のス

ペースは限られており、設問の優先順位を十分に検討する必要がある。 

喫煙行動の調査・モニタリングを行う際には、単に「喫煙の有無」を尋ねるのではな

く、使用しているタバコ製品の種類（紙巻きタバコ・加熱式タバコ・電子タバコなど）、

使用頻度、併用状況を分類して調査することが必要である。また、喫煙行動を正確に捉

えるためには、調査頻度や方法の統一が求められる。特に、自己申告調査では回答者が

社会的に望ましくないと思われている行動を隠す傾向（社会的望ましさバイアス）が影

響を及ぼす可能性があるため、調査手法の改善も必要と考える。 

今後の調査では、喫煙者の多様な行動パターンを考慮し、調査設計において喫煙項目

の重要性を適切に評価した上で、Web 調査の導入を含めた包括的かつ客観的なデータ収

集の仕組みを構築することが求められる。 

 

(2) 喫煙行動の調査・モニタリングの方法：調査票の案 
喫煙行動の実態を把握し、科学的根拠に基づいた公衆衛生対策を講じるためには、過

去の調査との整合性・持続性を保ちつつ、適切な調査票を用いた継続的なモニタリング

が不可欠である。以下に、調査票案の作成に当たって考慮すべき点と、具体的な質問例

を示す。その後、加熱式タバコも含めた喫煙行動を調査・モニタリングするための調査

票の案を提示する。 

◆考慮すべき調査項目と具体的な質問例 

＜喫煙状況の把握＞ 

喫煙状況: 現在、何らかのタバコを吸っているか 

喫煙の種類: 

・紙巻きタバコ（手巻きタバコも含む） 
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・加熱式タバコ（具体的な商品名を列挙: アイコス、プルーム、グローなど） 

・電子タバコ（ジュールなど具体的な商品名もしくは、ニコチンの有無で分類） 

併用状況: 紙巻きタバコと加熱式タバコ、または電子タバコとの併用があるか 

＜加熱式タバコに関する質問＞※紙巻きタバコ及び電子タバコについても同様 

使用開始時期: 加熱式タバコをいつから（何歳から）使用し始めたか 

使用頻度: １日に何本（何回）程度使用するか 

使用理由: 他のタバコよりも害が少ないと思ったから/周囲への影響が少ないと思った

から/禁煙の代替手段として/その他 

情報源: 加熱式タバコに関する情報をどこから得ているか 

タバコ会社の広告・宣伝/友人・知人/インターネット/医療機関/その他 

喫煙場所: どのような場所で喫煙することが多いか 

自宅/職場/飲食店/路上/その他 

＜喫煙に対する認識＞ 

タバコの害に関する認識: タバコが健康に悪影響を及ぼすことをどの程度認識している

か 

加熱式タバコのリスクに関する認識: 加熱式タバコが健康に及ぼすリスクについてどの

程度認識しているか 

受動喫煙に関する認識: 受動喫煙が健康に悪影響を及ぼすことをどの程度認識している

か 

ニコチン依存症に関する認識: ニコチン依存症が病気であることを認識しているか 

＜禁煙意向と禁煙支援＞ 

禁煙意向: 禁煙したいと思っているか 

禁煙経験: 過去に禁煙を試みたことがあるか 

禁煙方法: どのような方法で禁煙を試みたか 

禁煙支援の希望: 禁煙支援を希望するか 

禁煙支援: 禁煙外来を受診することがあるか 

 

◆加熱式タバコ項目を含む調査票を作成するに当たり、考えられる注意点をここに列記

する。 

＜一般的な注意点＞ 

・質問は具体的かつ明確にし、回答者が誤解しないようにする。 

・商品名を具体的に列挙して、加熱式タバコと電子タバコを明確に区別する。 

・年齢、性別、職業などの属性の回答欄を用意し、喫煙状況の偏り（健康格差）を明らか

にできるようにする。 

・加熱式タバコのリスクに関する認識を調べ、情報提供の改善に役立てる。 

・禁煙意向を調べ、禁煙意向のある喫煙者に対し、適切な禁煙支援を提供する（健康日本

21では「禁煙したい者が禁煙した場合」を想定して喫煙率の目標値が設定されている。

ただし、禁煙意向のない喫煙者に対しても喫煙による健康リスクを適切に伝え、禁煙の
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動機付けを行うことはとても重要である）。 

・調査結果を公衆衛生政策の立案に活用できるようにデザインする。 

＜継続的な調査・モニタリングと啓発活動のための注意点＞ 

・同一の調査票を用いて、定期的に調査を実施する。 

・経年的な変化を分析し、喫煙行動の動向を把握する。 

・調査結果を広く公開し、国民の喫煙問題に対する関心を高める。 

・加熱式タバコのリスクは、タバコ会社によって矮小化されている可能性があるため、

タバコ会社と独立した研究機関などの中立的な立場での情報提供が重要である。 

 

上記に列記した項目をすべて調査することはスペース等の課題もあり、困難だと考え

られる。それぞれの現場における優先順位に応じて必要な項目を取捨選択すべきではあ

るが、各現場への導入を円滑に推進することを意図して、ここに加熱式タバコを含めた

喫煙行動を調査・モニタリングするための調査票案を提示する（図２）。 

 

 

図２.加熱式タバコを含めた喫煙行動を調査・モニタリングするための調査票案 
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５ 提案と期待される今後の対応 

 
(1) 提案 
本見解では、加熱式タバコを含めた喫煙行動の実態を明らかにするための調査・モニ

タリングの必要性と、それを実施するための具体的な方法について提案する。本見解の

読み手として、政策決定者、行政機関、研究者、市民を想定している。 

提案：日本の医療・健康に関わるすべての現場で行われる喫煙行動の調査・モニタリ

ング項目に、加熱式タバコ使用も含めた喫煙関連項目を盛り込むことを推奨する。 

 

 具体的な現場としては、特定健診や妊産婦健診（プレコンセプションケアなど）、乳児

検診（保護者の喫煙）、学校健診、職域健診、がん検診、歯科検診、人間ドックや医療機

関（初診時や入院時問診票、カルテ、退院時サマリーや紹介状など）、疫学研究（コホー

ト研究など）や臨床研究、政府の統計調査（国民生活基礎調査など）などが挙げられる。

特に、若年期における喫煙の早期発見と予防介入は、生涯にわたる健康習慣形成におい

て極めて重要である。このため、具体的なモニタリングの現場として学校健診を挙げた

が、実施に当たっては未成年者の心理的ハードル（社会的望ましさバイアス）に配慮し

た聴取方法の工夫が必要となる。 

 喫煙調査に際し、加熱式タバコの使用も含めた喫煙関連項目として、加熱式タバコや

紙巻きタバコなどのタバコの種類、喫煙本数、喫煙年数や喫煙開始年齢や禁煙年齢など

の具体的な質問が必要である。 

 本提案の推進により得られる喫煙行動のデータ分析により、根拠に基づく公衆衛生政

策を推進することが期待される。加熱式タバコを含めた喫煙行動に関する研究を推進し、

研究成果を伝える啓発活動や加熱式タバコが及ぼす健康及び社会への影響について国

民・行政・民間団体を交えた熟議を展開することができる。 

 
(2) 期待される今後の対応：すべての現場における推進 
本見解により、日本の医療・健康に関わるすべての現場において加熱式タバコも含め

た喫煙行動の調査・モニタリングが推進されることが期待される。以下に、特定健診と

政府統計の代表例として国民生活基礎調査への導入について、具体的に取り上げて記載

する。 

① 特定健診の問診票への加熱式タバコ関連項目の導入 
特定健康診査（特定健診）は、生活習慣病の予防を目的とした公的な健康診断制度

であり、受診者の健康状態を評価し、適切な保健指導につなげる役割を担っている。

しかし、現在の特定健診の問診票では、加熱式タバコの使用に関する具体的な項目が

設けられていないため、受診者が紙巻きタバコのみを喫煙しているのか、加熱式タバ

コを使用しているのか、あるいは両方を併用しているのかを正確に把握することがで

きない。その結果、喫煙が関連する疾患リスクの評価や、適切な保健指導の実施が困

難となる可能性がある。 
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また、特定健診のデータは疫学研究や公衆衛生政策の基盤となる重要な情報源であ

る。しかし、喫煙行動の詳細なデータが欠落していることにより、加熱式タバコを含

めた喫煙行動の健康リスク評価やタバコ対策の立案において、科学的根拠に基づく適

切な判断が妨げられる恐れがある。 

このような状況を踏まえ、特定健診の問診票に、加熱式タバコの使用状況に関する

項目を追加することが求められる。具体的には、タバコ製品の種類（紙巻きタバコ・

加熱式タバコ・電子タバコなど）に応じた使用状況を確認する設問を導入することで、

より精度の高い健康リスク評価が可能となる。これにより、喫煙者に対するより適切

な健康指導の提供が可能となり、公衆衛生政策の質の向上にも寄与すると考えられる。 

特定健診の問診票ではスペースが足りないことやシステム変更に伴う課題もある

が、喫煙問題の優先順位が高いことを踏まえ、他の影響が小さいと考えられる項目と

入れ替えることも含めて検討し、より意義の高い調査票とすることが求められる。特

定健診の問診票に加熱式タバコ関連項目が導入されることにより、その他の調査への

波及効果も期待される。 

 

② 国民生活基礎調査への加熱式タバコ関連項目の導入 
国民生活基礎調査は、日本における健康、福祉、生活環境の実態を把握し、公衆衛

生政策や社会保障制度の基盤を構築するために実施されている政府の基幹統計調査で

あり、国民健康・栄養調査などとともに、日本における喫煙率の目標値を評価するな

どの目的で活用されてきた[32]。しかし、現在の調査項目では、加熱式タバコに関す

る情報が十分に収集されておらず、国民生活基礎調査に加熱式タバコ関連の項目を導

入することが急務である。 

国民生活基礎調査は公的な統計データとして政策立案に広く活用されるため、加熱

式タバコの使用状況を含めた詳細なデータが収集されれば、より精度の高い公衆衛生

政策や禁煙対策の策定が可能となる。しかし、国民生活基礎調査においては、調査票

のスペースが限られており、喫煙関連の項目が優先的に設定されにくいという課題も

存在する。このため、調査全体の構成を見直し、加熱式タバコ関連の情報を適切に収

集するための設問設計を工夫することが求められる。 

 国民生活基礎調査に加熱式タバコ関連項目を導入することは、喫煙行動の実態を正

確に把握し、公衆衛生政策の精度を向上させる上で極めて重要であり、より効果的な

禁煙支援策や予防策の立案につなげることが期待される。 
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６ おわりに 

(1) 本見解の意義と期待される影響 
本見解を通じて、加熱式タバコの使用実態の把握と健康リスクの評価の重要性が十分

に認識され、提案した調査項目の導入が進み、科学的根拠に基づいた公衆衛生政策が推

進されるものと期待される。また、調査結果の蓄積により、将来の健康日本 21の評価に

資する[22]など、今後の研究の発展や政策決定の精度向上にも寄与することができる。

また、コホート研究などの疫学研究において喫煙関連項目を十分に詳しく分析に組み込

み調整することにより喫煙の影響を除外し、喫煙以外の項目の影響をより正確に評価で

きる。 

 

(2) 今後の研究・政策との連携 
本見解を単に発出するだけでは、この見解やこの見解の意義は多くの人に伝わらない。

この見解に基づき、研究者、保健・医療関係者、政策立案者、市民が連携し、加熱式タ

バコを含む喫煙行動に関するデータの収集と研究を進める。その成果に基づき、加熱式

タバコが及ぼす健康及び社会影響について国民・行政・民間団体を交えた熟議を展開す

ることができる。厚生労働省や財務省などの検討会等に得られた成果を提示すること等

により、本見解の成果を社会実装していく。さらに、科学的根拠に基づいた効果的なタ

バコ対策を推進し、喫煙による健康リスクの低減を図る必要がある。加えて、国際的な

研究機関との協力を強化し、日本の知見を世界的な健康リスク評価の枠組みに反映させ

ることで、グローバルな公衆衛生政策の発展への貢献が期待できる[33]。 
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